
国
民
健
康
保
険
加
入
者
へ
資
格

確
認
書
等
を
発
送
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料
・
資
格
確
認
書
等
の
更
新

　
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
「
資
格

確
認
書
」
ま
た
は
「
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
」
を
７
月
中
に
世
帯
主
宛
て
に
発

送
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　
８
月
に
な
っ
て
も
資
格
確
認
書
等
が

届
か
な
い
場
合
は
、
市
民
課
健
康
保
険

係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課�

☎
21
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０
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５
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■
資
格
確
認
書
等

　
現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
資

格
確
認
書
（
青
色
）
の
有
効
期
限
は
７

月
31
日
ま
で
で
す
。
８
月
１
日
か
ら
使

用
で
き
る
「
資
格
確
認
書
（
ク
リ
ー
ム

色
）」ま
た
は「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

を
７
月
中
に
発
送
し
ま
す
。

■
一
部
負
担
金
の
割
合

　
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
一
部
負
担

金
の
割
合
（
１
割
～
３
割
）
は
、
令
和

７
年
中
の
所
得
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。

問
市
民
課�
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■
保
険
料
の
納
付

　
保
険
料
は
基
本
的
に
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
特
別
徴
収
の
事
由
に
該
当

し
な
い
人
や
年
度
の
途
中
で
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
し
た
人
、
他
の
市

町
村
か
ら
転
入
さ
れ
た
人
は
、
普
通
徴

収
（
納
付
書
や
口
座
振
替
で
の
納
付
）

と
な
り
ま
す
。

問
税
務
課�
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■
保
険
料
の
決
ま
り
方

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率

は
２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。
令
和

８
年
度
か
ら
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
金
制
度
」
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、保
険
料
は
従
来
の「
医
療
分
」と「
子

ど
も
分
」
の
合
計
額
に
な
り
ま
す
。
医

療
分
と
子
ど
も
分
そ
れ
ぞ
れ
に
、
被
保

険
者
全
員
が
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得

割
額
」
が
あ
り
、
す
べ
て
を
合
算
し
た

額
が
年
間
の
保
険
料
に
な
り
ま
す
。

資
料
①
の
と
お
り
で
す
。

■
均
等
割
額
の
軽
減

　
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
均
等
割

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
令
和
８
年
度
は

資
料
②
の
と
お
り
で
す
。

問
岡
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
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資料①

資料②

医療分 子ども分
年　　度 令和８年度 令和９年度 令和８年度 令和９年度
均 等 割 60,100円 1,400円

令和８年度中に決定所得割率 10.88％ 0.25％
限 度 額 850,000円 21,000円

※１人あたりの年間保険料は、100円未満を切り捨てます。
※�保険料は対象年度１年間分（４月から翌年３月までの12カ月）として計算され、年度の途中で加入した場
合は加入月から計算します。
※�「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額などから基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以
下の場合は43万円）を控除した額です。

対象者の所得要件
（世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯）

均等割の軽減割合
令和８年度

43万円＋（給与所得者などの数－１）×10万円 ７割※
43万円＋（給与所得者などの数－１）×10万円＋31万円×（被保険者数） ５割　
43万円＋（給与所得者などの数－１）×10万円＋57万円×（被保険者数） ２割　
※令和８年度の医療分の均等割額は7.2割軽減されます。

8令和８年（2026）６月


